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家
屋
に
関
す
る
お
知
ら
せ

【
新
築（
増
改
築
）調
査
に
ご
協
力
を
】

　

新
築
（
増
改
築
）
家
屋
は
、
建

築
し
た
年
の
翌
年
度
か
ら
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
。

　

市
で
は
、
令
和
５
年
度
課
税
の

た
め
に
、
令
和
４
年
１
月
２
日
以

降
、
新
築
お
よ
び
増
改
築
し
た
家

屋
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

調
査
は
、
市
の
調
査
員
（
固
定

資
産
評
価
補
助
員
）
が
、
事
前
に

日
程
を
調
整
の
う
え
伺
い
ま
す
。

　

調
査
員
は
、
職
員
証
明
書
等
を

提
示
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
調
査
内
容
屋
根
や
外
壁
・
各
部

屋
の
内
装
等
に
使
わ
れ
て
い
る
資

材
や
設
備
の
状
況
を
調
査
し
ま
す

【
取
り
壊
し
た
と
き
は
ご
連
絡
を
】

　

課
税
事
務
を
円
滑
に
行
う
た
め

に
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き

は
、
資
産
税
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

　

取
り
壊
し
た
家
屋
に
は
、
翌
年

度
か
ら
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

居
住
用
家
屋
が
建
っ
て
い
る
土

地
は
、
税
負
担
を
軽
減
す
る
特
例

措
置
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
こ
の

適
用
が
な
く
な
り
、
翌
年
度
の
土

地
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

が
上
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

―
―
◇
共　
通
◇
―
―

i
資
産
税
課
家
屋
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
１
）

木
造
住
宅
耐
震
診
断
・

改
修
等
費
用
助
成
制
度

　

大
地
震
に
備
え
て
自
分
の
住
宅

の
耐
震
診
断
を
行
い
、
必
要
に
応

じ
て
耐
震
補
強
を
す
る
こ
と
が
重

要
で
す
。
事
前
書
類
の
提
出
や
指

定
調
査
機
関
等
、
助
成
条
件
に
つ

い
て
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
同
一
の
住
宅
に
対
し
各

助
成
は
１
回
の
み
に
な
り
ま
す
。

【
耐
震
診
断
費
用
の
助
成
】

t
昭
和
５６
年
５
月
３１
日
以
前
に
着

工
し
た
市
内
に
存
す
る
地
階
を
除

く
階
数
が
２
階
建
て
以
下
の
木
造

一
戸
建
・
木
造
店
舗
併
用
住
宅（
延

床
面
積
の
過
半
が
居
住
用
）
を
所

有
す
る
個
人

■
助
成
金
額
１０
万
円
を
上
限
に
、

耐
震
診
断
費
用
の
３
分
の
２
以
内

（
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

【
耐
震
改
修
等
費
用
の
助
成
】

t
耐
震
診
断
を
行
っ
た
結
果
、
市

の
定
め
る
耐
震
基
準
に
適
合
し
な

い
住
宅
の
所
有
者

■
助
成
金
額
耐
震
改
修
は
６０
万

円
、
除
却
は
３０
万
円
を
上
限
に
、

要
し
た
費
用
の
２
分
の
１
以
内

（
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

―
―
◇
共　
通
◇
―
―

i
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
６
１
）

東
京
都
施
行
型
都
民
住
宅
の

ご
案
内
（
先
着
順
募
集
タ
イ

プ
）
の
配
布

　

令
和
４
年
１２
月
か
ら
の
「
東
京

都
施
行
型
都
民
住
宅
の
ご
案
内

（
先
着
順
募
集
タ
イ
プ
）」
を
配

布
し
ま
す
。

■
配
布
開
始
日
１２
月
１
日
（
木
）

b
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
（
市
役
所

第
二
庁
舎
５
階
）

e
入
居
資
格
・
申
込
方
法
等
詳
細

は
、
Ｊ
Ｋ
Ｋ
東
京
（
東
京
都
住
宅

供
給
公
社
）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h
tt

p
s
://w

w
w
.to
-k
o
u
s
y
a
.

o
r.jp
/

）
ま
た
は
ご
案
内
を
ご
覧

く
だ
さ
い

i
Ｊ
Ｋ
Ｋ
東
京
募
集
セ
ン
タ
ー

（
☎
０３

−
３
４
９
８

−

８
８
９
４

＝
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く
）、

市
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
６
１
）

市
税
の
申
告
は
電
子
申
告

サ
ー
ビ
ス
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ

（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
で

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た

電
子
申
告
サ
ー
ビ
ス
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ

に
よ
る
市
税
の
電
子
申
告
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

　

電
子
申
告
が
で
き
る
申
告
は
次

の
と
お
り
で
す
。

▽
法
人
市
民
税
＝
予
定
申
告
、
確

定
申
告
、
修
正
申
告
な
ど

▽
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）
＝

全
資
産
申
告
、
増
加
資
産
申
告
、

減
少
資
産
申
告
、
修
正
申
告
な
ど

▽
個
人
住
民
税
＝
給
与
支
払
報
告

書
の
提
出
、
給
与
所
得
者
異
動
届

出
書
、
特
別
徴
収
へ
の
切
替
届
出

（
依
頼
）
書
の
提
出
な
ど
（
市
民

税
・
都
民
税
申
告
書
の
提
出
は
で

き
ま
せ
ん
）

※
詳
細
は
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w
w
w
.eltax.

lta.go
.jp
/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い

i
地
方
税
協
同
機
構
ヘ
ル
プ
デ
ス

ク
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０

−

０
８
１
４
５
９
、
☎
０３

−

５
５

２
１

−

０
０
１
９
）、
市
民
税
課

諸
税
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２

０
）、
資
産
税
課
家
屋
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
１
）

１２
月
は
オ
ー
ル
東
京

滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月
間

　

東
京
都
と
市
区
町
村
で
は
、
安

定
し
た
税
収
確
保
と
納
税
の
公
平

性
確
保
を
め
ざ
し
て
、
都
と
市
区

町
村
が
連
携
し
た
広
報
や
催
告
に

よ
る
納
税
推
進
、
差
し
押
さ
え
や

タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
、
捜
索
等
の
滞
納

処
分
な
ど
、
多
様
な
徴
収
対
策
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

市
で
は
今
年
度
も
引
き
続
き
、

預
貯
金
、
給
与
等
の
債
権
、
捜
索

に
よ
る
動
産
、
不
動
産
の
差
し
押

さ
え
等
を
実
施
し
、
納
税
の
公
平

性
確
保
に
取

り
組
ん
で
い

ま
す
。

i
納
税
課
納

税
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８

２
３
）

夜
間
納
税
窓
口
を
開
設

d
１２
月
５
日（
月
）〜
７
日（
水
）

い
ず
れ
も
午
後
８
時
ま
で

b
納
税
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３

階
）
※
東
側
職
員
通
用
口
か
ら
入

り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

u
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

市
・
都
民
税
、
軽
自
動
車
税
、
法

人
市
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税

※
事
情
に
よ
り
一
度
に
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
方
は
、
ご
相
談
く
だ

さ
い

i
納
税
課
納
税
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
３
）

　

各
種
税
金
・
保
険
料
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。

納
め
忘
れ
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

至
急
、納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

納
期
限
内
に
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

納
付
書
の
再
発
行
、
年
金
天

引
き
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更

手
続
等
、
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市　
税

市　
税

i
納
税
課
納
税
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
３
）

国
民
健
康
保
険
税

国
民
健
康
保
険
税

i
▽
課
税
内
容
に
つ
い
て
＝
保

険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
２
）
▽

納
付
に
つ
い
て
＝
納
税
課
納
税

係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
３
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

i
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
４
）

介
護
保
険
料

介
護
保
険
料

i
介
護
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
９
２
１
）

市
税
・
国
民
健
康
保
険

税
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
・
介
護
保
険
料

を
滞
納
す
る
と
…

　

納
期
限
経
過
後
は
、
納
期
限

の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の

期
間
の
日
数
に
応
じ
て
延
滞
金

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

督
促
や
催
告
な
ど
、
再
三
の

お
願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
付

が
な
い
場
合
に
は
、
財
産
（
給

与
、
預
貯
金
、
不
動
産
な
ど
）

を
調
査
し
、
差
し
押
さ
え
に
よ

る
滞
納
処
分
が
課
せ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料

国
民
年
金
保
険
料

　

国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に

住
む
２０
歳
か
ら
６０
歳
未
満
の
す

べ
て
の
人
（
厚
生
年
金
・
共
済

組
合
加
入
者
を
除
く
）
が
加
入

し
、
保
険
料
を
納
め
、
支
え
合

う
制
度
で
す
。

　

納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
老
齢

基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
や

遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
取
れ
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

i
市
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
４
４
）、

立
川
年
金
事
務
所
（
☎
０４２

−

５２３

−

０
３
５
２
）

令和４年ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン

　市民一人ひとりに交通安全意識の普及・
浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交
通マナーの実践を習慣付けることにより、
年末期における交通事故および渋滞の防止
を図ります。
　重点項目として、高齢者を始めとする歩
行者の安全確保、歩行者等の保護など安全
運転意識の向上および飲酒運転等の危険運
転の根絶、自転車の交通事故防止、二輪車
の交通事故防止、電動キックボード等の交
通ルール遵守の徹底、違法駐車対策の推進
に取り組みます。

■自転車安全利用五則
　自転車も交通事故を起こせば刑事上、民
事上の責任が問われます。正しいルールを
知り、安全に自転車を利用しましょう。
▷車道が原則、左側を通行
　歩道は例外、歩行者を優先
▷交差点では信号と一時停止を守って、安
全確認
▷夜間はライトを点灯
▷飲酒運転は禁止
▷ヘルメットを着用
i交通対策課交通対策係（☎０４２−３８７−
９８５０）

１２月１日（木）～
７日（水） 世界一の交通安全都市ＴＯＫＹＯを目指して

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
・
国
民
年
金
保
険
料

夜間入口詳細図
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